
平成20年度実績評価書要旨  
担当部局名：保険局総務課、保険課、国民健康保険課、総務課高齢者医  

評価実施時期二平成20年8月  療企画室、総務課保険システム高度化推進室  

政策体系上の位置付け  

基本目標Ⅰ 安JL、・信頼してかかれ 国民の健康づくりを推進すること  る医頼の確保と  

適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構 築すること  施策名  

施策目標10 全国民に必要な医僚を保障できる安 定的一効率的な医療保険制度を構菜すること  （110－1）  

国民皆保険を堅持し、医療保険制度を持続可能なものとすること。  
施策の概要   

【評価結果の概要】  

（現状分析（施策の必要性））   

医療保険財政は急速な高齢化等により大変厳しい状況が続いているっ今後一層の高齢化が進む中、圭す呈す厳しさを増すことが予  
想される。   
こうした大きな変化の中で、凶民皆保険を堅持し、医療保険制度を持続可能なものにするためには、医療の質の確保を図りつつ、制  

度全般にわたる改革を行っていく必要がある。このような認練の下、平成15年3月28日に開講決定された「健辟保険法等の→部を改  
正する法律附則第2粂第2頓に基づく基本方針jに基づき、医療保険制度の関する改革を行うこととし、平成17年のー医凍制度改革人  
絹」の内容に沿って、平成18年には「健康保険法等の一部を改正する法律j（平成18年法律第83号）が成立し、平成20年において  
本格的に施行きれたところである。   

平成20年4月から施行された長寿医療制度については、制度の円滑な実施に向け、地域の高齢者をはじめ国民の皆様に、きめ細  
かな広報を行う等、制度の定着に向けた取組を引き続き実施する必要がある。   

（有効■性）  

・市町村国保においては、高齢化に伴い、【指標4lのとおり被保険者の増加がみられる。保険料（税）収納率は平成17年度において  
ほ10年ぶりに上昇に転じ、平成18年変においても上昇傾向は続く見込み（速報構で9l．46％）であるが、依然低水準で推移してお  
り、厳しい財政運営が迫られる状態となっている。  
・このような中、保険者の規模の適正化や財政の安定を確保するとともに、保険料が地域の医療の水準に見合ったものとなるよう、都  
道府県を軸として再編・統合を行うことを基本的な方向とした制度改正を行っている。  
・市町村国保については、保険財政の安定化と市町村国保間の保険料平準化を促進する観点から、都道府県単位での保険運営を  
推進することとし、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事菓を実施している。市町村国保及び国保組合の保険者数につい  
ては、【指標2】のとおり、近年の市町村合併によるところが大きいものの、大幅に減少している。  
・また、l人あたり給付費については、健保組合では漸減しているが、これは制度改正に伴うものであり、保険料額も給付費額の動向  
に見合った変動をLているものと考えられる。他方、高齢者の加入割合が高い凶保では、高齢化の進展に伴い、医療給付費の増加が  
見られる。  
・さらに、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成18年の制度改革によっ  
て、若い人と高齢者の負担のルール（現役世代からの支援金が給付費の4割、75歳以上の高齢者がl割、残りの5割が公費）を明確  
にし、高齢者の医痛費を国民皆で支える仕組みとして、平成20年4月から長寿医療制度が施行されたところである。  

（効率性）  

・娃保組合の保険料の徴収率については、厳しい経済情勢の下でも、高い植を維持しており、適切な納付の督促等が実施されて  
いると評価できる。なお、医療費通知実施保険者数が漸減傾向にあるのほ、健保組合数の減少に伴うものと考えられる。  
・市町村国保については、保険料（税）収納率は平成17年度においては10年ぶりに上昇に転じ、平成18年度においても上昇傾向  
は続く見込み（速報値で91．46％）であるが、依然低水準で推移しており、厳しい財政運営が迫られる状態が続いている。なお、  
医療費通知実施市町村が漸減傾向にあるのは、市町村合併による市町村国保保険者数の減少に伴うものと考えられる。  
・平成20年4月から段階的にオンライン請求を導入し、平成23年4月からは原則として全てのレセプトがオンライン化を達成できる  
ことを目指しているが、平成19年度においては、レセプトのオンラインヤヒ率が8．8％と着実に導入が開始されている。  

（総合的な評価）  

・今後も、保険者の規模の適正化や財政の安定を確保するとともに、保険料が地域の医療の水準に見合ったものとなるよう、都道府  
県を軸として再編・統合を行う取組を実施する必要がある。  
・今後も、負担と給付の均衡を図り、人口梢造の変化に対応できる持続可能な医療保険制度を構築するため、平成20年4月からの  
実施を目指した保険者を中心とした生活習慣病対策、平成20年度を初年度とする5か年計画である全国医療費適正化計画の策定、  
療養病床の再編成といった医療費の適正化対策を総合的に推進していくことが必要である。  
これからも国民皆保険制度を堅持し、持続可能な医療除険制度を構築していくた捌こは、短期的な医療費適正化対策に加え、  
国民・患者の視点に立って、生活習慣病対策、良質かつ効率的な医療捏鰐体制の確立に努める中で、中長期を見据えた  
医療費適正化を推進する必要がある。  
・平成20年4月から施行された長寿医療制度の円滑な実施のために、同年6月の政和与党決定も踏まえ、低所得者への  
なお一層の軽減席置や保険料の口座振替の対象者拡大などを実施して、制度の円滑な運営を図るとともに、地域の高齢者を  
はじめ国民に、制度の目的などを理解してもらうよう、各市町村等とも連携しつつ、小学校区ごとにきめ細かな相談や説明会を  
開催するなど、長寿医療制度について丁‾寧な広報を行い、制度の定着に向けて努力する。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  

目標等   
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（評価結果の分類）  

i 施策目標の終了・廃止を検討（該当する場合に○）  
正 施策目標を継続（該当する場合に次のいずれか1つに○）  

祷 直Lを鮒  
＿崖＿＿隆碍∴を鼻翼求を換融」務蟄す長堤合j；aし＿＿．  
（理由）  

・ 現在の施策目標により、持続可能な医療保険制度の構築を進めることが可能と考え  
るため。  

・ また、とりわけ長寿医療制度については、本年6月の政府・与党決定を踏まえ、低  
所得者へのさらなる保険料の軽減対策を着実に実施するとともに、市町・打と連携しつ  
つ、小学校区ごとに相談や説明会を開催するなど、きめ細かい広報を引き続き実施す  
る必要があるため。  

【達成すべき目撮、測定指標、自壊期間、測定結果 等】  

施策目標に係る指標  
（達成水準／達成時斯）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18  H19  

1  保険者数（健保組合）（単位：保    l，622  1，584  1，561  1，5・‖  1，518  
険者）  【－I   【－l   【－l   【－】   卜】  

一 

2  保険者数（市町村国保・国保組合）    3，310  2，697  2，001  1，983  1，969  
（単位 【－】   【－I   【－】   【－】   【－】  

ー 

3  加入者数（健保組合）（単位：人）    30．143，659  2ミ）．989，650  30．118，846  集計中  集計中  
（－）  ト】   【－】   l－】   ト】   ト」  

4  加入者数（市町村国保・国保組合）    5l，235．9帥  51．578，554  5l．627．351  集計中  集計中  
（単位：人）  卜」   仁」   【－】   【一】   
－ 

ト】  

（調査名・資料出所、備考）  
・ 指標1は、保険局保険課調べによる。  

指標2は、保険局調査課調べによる。  

・ 指棟3は、保険局調査課調べによるが、平成18年度及び19年魔の数値は集計中  
であり、平成18年度については平成20年8月に、平成19年度については平成2  
1年8月に公表予定である。  
【参考】厚生労働省ホームページ  

h什P二／∧Ⅵ入W．nlⅢw・gO・jp／10ukeiノiliⅢVgaiyo／k－llOken・hbnl批i訂OunenpOu  

・指標4は、「平成17年度国民健康保険事業年報」によるが、・平成18年度及び平  
成19年度の数値は集計中であり、平成18年度については平成2■0年8月に、平成  
19年度については平成21年8月に公表予定である。  
【参考】厚生労働省ホームページ  

http：／＾vww，mi1lw，gO・jp／toukei／itilLan／gaiyo瓜－l伯ken・hh一一IH7・igyounenpou  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

高齢者医療や障害者自立支援については、お年寄りや障害者の立場に立ったきめ細かな対応を  
第169回国会に  行ってまいり皇す。  
おける福田総理大  

関係する施政  

方針演説等内  
閣の重要政策  体的には、昨年薫定された「医療・介護サー1ビスの質向上・効率化プログラムjに沿って、†虹給   

く主なもの）  
コストを最大限低減する努力を行うこととし、後発医薬品の使用促進、検査等の適正化、不正・  

経済財政改革の基     平成20年6月27日   
・長寿医標制度について、その創設の趣旨を踏まえつつ、低所得者の負担軽減など政府・与党  
協議会の決定に招”て、対策を講ずる亡   
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平成20年度実績評価書要旨  

担当部局名：  

医薬食品局食品安全部企画情報課  
企画情報課国際食品室  
企画情報課検疫所業務管理室  
基準審査課  
基準審査課新開発食品保健対策室  
監視安全課  
監視安全課輸入食品安全対策室  評価実施時期：平成20年8月  

政策体系上の位置付け  
基本目標Ⅲ   

安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進  
すること  
施策目標1   

食品等の安全性を確保すること  

食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生  
を防止すること  

（Ⅲ－1－1）  

施策名  

品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食  
食 に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護等を図るもの。  施策の概要  

【評価結果の概要】  

（現状分析（施策の必要性））   

製造技術の高度化や輸入食品の増加等により、我が国の食生活を取り巻く昨今の環境は大きく変化  
し、国民の食品に対する関心も日増しに高まっている。   

また、BSE問題や残留農薬問題、平成20年においては、食品による薬物中毒事案が発生するな  
ど、食品の安全性を確保するという要請がますます強くなっているところである。   

こうした現状の中で、平成15年における食品安全基本法の成立や食品衛生法等の改正により、食  
品の健康に及ぼす影響を評価するリスク評価機関としての内閣府食品安全委員会が設置されるととも  
に、厚生労働省は規格基準の策定やそれに基づく監視指導の業務などを担うリスク管理機関としての  
立場が明確化され、食の安全への新たな取組みが始まっていることを踏まえ、厚生労働省としては、  
引き続きリスク管理機関として、関係省庁及び地方公共団体とも連携しつつ、国民の協力を得なが  
ら、食品の安全の推進を図っているところである。  

（有効性）   

自†台体のノ食品衛生監視員の資質の向上のための講習会の開催、集団給食施設・仕出屋等、食品を大  
量に扱う事業者に対する衛生管理マニュアルの策定等、大規模食中毒の発生を未然に防止するための  
施策を国民の健康の保護を図る上で効果的に実施している。  
ポジティブリスト制度導入に伴い新たに残留基準を設定した農薬等に関して、リスク評価機関である  
内閣府食品安全委員会に個々の農薬等の食品健康影響評価を依頼し、その評価結果を踏まえて必要な  
基準の見直しや試験法の開発・整備を行うことは、食品中に残留する農薬等に対し、最新の科学的知  
見に基づいた判断を踏まえた、より適切な規格基準の策定に資するものであることから、食品の安全  
性確保を図る上で有効な施策である。   

また、健康食品等に関する健康被害報告数については、過去5年間（平成14年から18年）の報  
告数の平均は76．2件であるが、平成19年には30件と目標を達成していることからも推察でき  
るように、虚偽誇大広告等不適正表示の防止に関する普及啓発を行うことは健康食品の安全対策を推  
進するに当たり有効であったと考えられる。  
平成18年3月に策定された食育推進基本計画において、食品の安全性に関する基礎的な知識を持っ  
ている国民の割合を60％以上にするという目標が掲げられているが、これを実現するために、行  
政、消費者、事業者の三者間の意見交換会について計画を立て、全国で定期的に行っている。また、  
資料等は厚生労働省ホームページに掲載し、国民への情報提供を積極的に行っているところであり、  
目標の達成に対して有効な政策手段であると考えられる。  

（効率性の観点）   

自治体の食品衛生監視員の資質の向上のための講習会の開催、集団給食施設・仕出屋等、食品を大  
量に扱う事業者に対する衛生管理マニュアルの策定等、大規模食中毒の発生を未然に防止するための  
施策を効率的に実施している。   

農薬等の残留基準の見直しについては、内閣府食品安全委員会における食品健康影響評価を踏ま  
え、学識経験者等の専門家で構成される薬事・食品衛生審議会において審議の上、順次行っていると  
ころである。   
健康被害報告については、保健所が医師からの報告を受けて都道府県経由で厚生労働省に情報提供  

する仕組みとしており、自治体との適切な役割分担を行うことによって迅速かつ効率的な報告が行わ  
れている。   

意見交換会については、参加者が地域によって偏らないように全国各地で開催するよう計画を立て  
ている。．また、国民への情報提供についてもホームページ等を活用して幅広に行っており、目標を達  
成するための手段は効率的であると考えられる。  
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（総合的な評価）   

大規模食中毒については、過去5年間（平成14年から18年）の平均件数は3．2件であるが、  
平成19年には5件発生している。これは、ノロウイルスによる食中毒が増加したこと等が原因と考  
えられる。引き続き、大規模食中毒の発生を未然に防止するための施策を適切に講じていくことが必  
要である。なお、今般発生した食品による薬物中毒事案を踏まえ、平成20年2月22日に取りまと  
められた食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚会合による申合せに基づき、食品衛生法施行規則  
（昭和23年厚生省令第23号）第73条の改正を行い、都道府県知事等が直ちに厚生労働大臣へ報  

告しなければならない食中毒事件の範囲を拡大するとともに、食品等事業者が衛生管理上講ずべき措  
置を都道府県が条例で定める際の指針となる「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針  
（ガイドライン）」（平成16年2月27日付け食安発第0227012号）について、食品等事業  

者から保健所等へ速やかに報告する旨のルールを確立するよう改正したところである。   
モニタリング計画に基づくモニタリング検査の達成率については、平成14年度から100％を超  

えており、検査を通じて、違反食品の発見とともに輸入時検査の強化及び輸入者に対する適切な指導  
を実施し、食品の安全性を確保していると評価できる。   

なお、平成20年5月23日に総務省から「輸入農畜水産物の安全性の確保に関する行政評価・監  
視」の結果に基づく勧告を受けたことを踏まえ、市場動向の変化等を考慮の上、モニタリング検査に  
ついてきめの細かい対応が可能となるよう、→層の輸入食品の安全性確保に取り組むこととする。   

ポジティブリスト制度は、平成18年5月29日から施行されたが、平成19年度には29農薬等  
の基準見直しを図ったところであり、着実に制度の整備・運用が行われていると評価できる。今後と  
も、制度に関してより一層の周知徹底を図るとともに、効率的な試験法整備や残留基準の設定を継続  
的に進める必要がある。   

平成15年度から開始した意見交換会は、全国各地において、毎回、一定数の参加者を確保し、  
テーマも幅広く開催しているところであり、食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の  
割合は、内閣府食品安全委員会が平成17年及び18年に実施した食品安全確保総合調査によると着  
実に増えており、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。  
（評価結果の分類）  

i 施策目標の終了・廃止を検討（該当する場合に○）  

臼 施策目標を継続（該当する場合に次のいずれか1つに○）  

（イ）施策全体として予算規模の縮小等の見直しを検討  

（ロ）見直しを行わず引き続き実施  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  施策全体として予算の新規要求、拡充要求等の見直しを検討  

機構・定員要求を検討（該当する場合に○）  

（理由）   

施策目標に係る指標については、目標を達成しているものについては、着実な制度の  

整備・運用が見られているとともに、目標を達成できなかったものについても、その原  

因の分析が的確になされているため。   

また、施策全体として予算の新規要求、拡充要求等の見直しを検討することについて  

は、先般発生した食品による薬物中毒事案を踏まえ、食品危害情報を広く収集、解析、  

管理する必要があるため。   

更に、定員要求については、年度ごとに定める輸入食品のモニタリング検査計画につ  

いて、最新のデータに基づく見直しを行うとともに、適切な実施体制を確保する必要が  

あることから、検疫所における食品衛生監視員の大幅な増員が必要となるため。  
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施策目標に係る指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は、目標達成率（実績値／達成水準）  
なお、指標1及び4は、数値を減らすことを目標としているため、どれだけ減らすこ  
とができたかに着目し、目標達成率を「1＋（達成水準一笑績値）／達成水準」とし  
て算定（0～200％）「  

H15  H16  Ii17  H18  H19  
1  大規模食中毒の発生件数（単位：  2   0   2   6   5  

件）  【158．3％】  【200．0％】  【116．7％】  【0．0％】  【43．8％】  
（過去5年の発生件数の平均と同  

水準以下／毎年度）  
2  モニタリング検査達成率（単位：    104   103   102   102   103  

％）  【104，0％】  【103．0％】  【102．0％】  【102．0％】  【103．0％】  

（100％／毎年度）  
3  ポジティブリスト制度（農薬等が  7  29  

一定の量を超えて残留する食品等  【¶％】   【－％】  

の販売等を原則禁止する制度）の  
導入に伴い新たに残留基準を設定  
した農薬等のうち、基準の見直し  
を行った農薬等の数（単位：品目  
数）  

（ポジティブリスト制度の導入に  
伴い新たに残留基準を設定した農  

べて／一 

薬等のす）                  4  健康食品等に関する健康被害報告    89   45   39   15   30  

数（単位：件）  ％】  卜一％】  【¶％】  【Ⅶ％】  【160．6％】  
（過去5年の報告数の平均と同水  

準以下／毎年度）  
5  食品の安全性に関する基礎的な知  

識を持っている国民の割合（単位  
：％）  

（60％以上／平成22年度）  
（調査名・資料出所、備考）  

・指標1は、「食中毒統計」（医薬食品局食品安全部監視安全課調べ）による。なお、  
食中毒患者数が500名以上の事例を大規模食中毒としている。  
【参考】厚生労働省ホームページ  

http：／／www．mhlw．go．jp／topics／syokuchu／index．html  

・指標2は、「輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」（医薬食品局食品安全部  
監視安全課輸入食品安全対策室）による。  
【参考】厚生労働省ホームページ  

http：／／www．mhlw．go．jp／topics／yunyu／tpO130－1．html  

※「ポジティブリスト制度の導入に伴い新たに残留基準を設定した農薬等の当該基準  
の見直し」については、個別目標2の主な事務事業欄参照。  

・指標3は、医薬食品局食品安全部基準審査課調べによるものであり、ポジティブリス  
ト制度が施行された平成18年5月29日からのものである。  

・指標4は、医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室調べによる。  
【参考】厚生労働省ホームページ  

http：／／www．mhlw．go．jp／kimkyu／diet／jirei／030530－l．html  

・指標5は、食育推進基本計画が平成18年3月31日に決定されたことを踏まえ、平  
成21年度頃に内閣府食脊椎進室が調査を行う予定である。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  なし。  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度実績評価書要旨   

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名：健康局  

政策体系上の位置付け  

安全で質が高く災害に強い水道を確保する  
こと  

基本目標Ⅲ   
安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進する  

こと  
施策目標2－1   

安全で質が高く災害に強い水道を確保すること  

施策名  

（Ⅱ一2－1）  

現在及び将来の需要者に対し、安心して飲める水を安定的に適切な負担で供給するため、経営・  
技術の両面にわたり運営基盤の強化を図る。また、国民の安心が得られる安全性の確保、さらには  
地域差のある快適性の向上に向けた施策を展開する。さらに、地震、渇水等の災宰発生時、テロ等  
の事態においても、断減水による国民生活・社会経済活動への影響を未然に防止あるいは軽減する  
ため、水道施設の耐震化や渇水対策を推進する。  

施策の概要  

【評価結果の概要】  

（現状分析（施策の必要性））   

我が国の水道は今日では大部分の国民が利用できるまでに普及しているものの、水道未普及地域の解消、  
水道管理の徹底、地震等の災害対策、水道施設の計画的な更新、運営基盤の強化等に向けた取組が必要と  
されている。将来にわたり安全で良質な水を安定的に供給できるよう、平成16年6月に「水道ビジョン」を作成  
し、水道関係者の共通の目標となる水道の将来像とそれを実現させるための施策、行程を示すとともに、各水  
道事業者等に対しては、自らの事業の現状と将来見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来像の実現に  
向けた方策等を示す「地域水道ビジョン」の作成を推奨している。   

また、平成18年度末現在、水道事業者等の総数は9，304に上るが、小規模水道事業者においては基幹施  
設の耐震化、安全な水道水を供給するための技術者の確保及び経営基盤強化等が困難となる場合が多いた  
め、統合、広域化を推進することが求められている。  
水道未普及人口は着実に減少しており、水道普及率も平成15年度は96．9％であったのが、平成18年度は  

97．3％となっている。一方、水道未普及地域においては、井戸利用により生活用水を得ている場合が多い  
が、水質基準を超過している井戸も多数存在し、そのような地域において特に水道の普及が急がれる。   
基幹施設や基幹管路の耐震化は十分には進んでいない状況であり、地震が発生した場合に被害発生を抑  

制し、影響を小さくすることが重要であることから、水道事業者等の耐震化事業を計画的に実施していく必要が  
ある。また、渇水対策として地域の実情に応じた水資娠確保等の推進を図る必要がある。   

【参考】厚生労働省健康局水道課ホームページ   
水道ビジョンについて  

：http：／／www．mhlw．go．jp／topics／bukyoku／kenkou／suido／vision2／vision2．html   
地域水道ビジョンについて  

：http：／／www．mhlw．go．jp／topics／bukyoku／kenlくOu／suido／topics／chiiki．html   

（有効性）   

地域水道ビジョン策定状況は平成19年度では51％と向上している。策定されている地域を給水人口ベース  
で集計すると、平成18年度の52，078千人に対して平成19年度は60，019千人となり、水道の運営基盤の強  
化は毎年着実に進んでいる。また、広域水道受水人口（※）は、平成15年度の80，064千人に対して平成18  
年度は81，700千人となり、水道事業の統合による広域化が着実に進んでいる。   
水道未普及人口は着実に減少しており、水道普及率も平成15年度96．9％であったのが、平成18年度は9  

7．3％であり、国庫補助事業による簡易水道の整備等により、未普及地域における水道の整備が有効に行わ  
れている。  
水質基準適合率は99．9％以上という高い水準を維持しており、また、直結給水実施総戸数は、平成15年度  

の1，1：il千戸に対して平成18年度は1，716千戸となり、直結給水実施総戸が毎年度増加し、施策が着実か  
つ有効に進んでいる。  

地震に強いダクタイル鋳鉄管の布設延長割合は毎年着実に増加し、かつ、強度が低い石綿セメント管の布設  
延長割合は減少している。また、基幹管路の耐震化率は、平成17年度に10．8％に対して平成18年度は11．  
9％となり、地震に対する十分な備えができているとはまだ言えない状況にあるが、着実に増加してい る。被害  
の影響範囲の縮小、早期復旧や応急給水の充実のため基幹管路が耐震化されていることが重要であることか  
ら、国庫補助等の施策は災害対応力の強化に有効である。  

また、渇水時においても国民の生活を守ることができるよう安定的な水道水源の確保のための事業に対する  
国庫補助等の施策により、水道水源開発を推進することによって、渇水による断減水影響人口の減少を図って  
いる。   

※広域水道受水人口＝広域水道事業（企業団等地方自治体が共同で行っている水道事業及び県営水道事  
業）の給水人口＋水道用水供給事業（水道事業者に対して水道用水を卸売りする事業）から受水している水道  
事業（広域水道事業は除く）の給7k人口  
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（効率性）  

簡易水道再編推進事業及び水道広域化施設整備費に係る国庫補助事業については、費用対効果iキつい  
て確認した上で補助採択しているところである。平成18年度に簡易水道再編推進事業及び水道広域化施設  

整備費として新規国庫補助採択を行った40件の事業の費用便益比は、事業が実施されない場合の減断水被  
害額等を事業費で除したもの等を用いて算出し、いずれも1以上であるため投資効率性があるといえる。   
水道未普及地域解消事業に係る国庫補助事業については、平成11年度新規採択分より、費用対効果につ  

いて確認した上で補助採択しているところである。平成18年度に水道未普及地域解消事業費として新規国庫  
補助採択を行った70件の費用便益比は、事業の実施により未普及地域の人々が各自水源を確保するのに必  
要な支出を回避できる費用を事業費で除したもの等を用いて算出し、いずれも1以上であるため、未普及地域  
における水道施設の整備が効率的に行われているといえる。  

高度浄水施設等整備に係る国庫補助事業については平成11年度新規採択分より費用対効果について確認  
した上で補助採択しているところである。平成18年度に高度浄水処理施設の新規国庫補助採択を行った18件  
の費用便益比は、導入により需要者が浄水器等の代替手段の支出を回避できる費用を高度浄水処理事業費  
で除したもの等を用いて算出し、いずれも1以上であるため投資効率性があり、高度浄水処理の導入による安  
全で質が高い水道の確保が効率的に行われているといえる。  

水道管路近代化推進事業に係る国庫補助事業については、平成11年度新規採択分より、費用対効果につ  
いて確認した上で補助採択しているところである。平成18年度に水道管路近代化推進事業費として新規国庫  
補助採択を行った22件の事業の費用便益比は、事業が実施されない場合の減断水被害額等を事業費で険し  
たもの等を用いて算出し、いずれも1以上であるため投資効率性があるといえる。   

（総合的な評価）  

各水道事業者の現状と将来見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来像の実現に向けた方策等が示さ  
れている地域水道ビジョンの策定は、水道の運営基盤の強化に対しても効果があり、その数は毎年着実に増加  
している。  

また、広域水道受水人口の増加や市町村合併による水道事業の統合が進んでいることから、広域化の推進  
による経営基盤の強化が進んでいると評価できる。従来の事業統合による広域化に加えて、経営の一体化、管  
理の一体化、施設の共同化による新たな概念の広域化を推進していく必要がある。  
水道未普及人口は年々減少しており、水道未普及地域の減少に効果があった。今後も引き続き現行の施策  

を推進し、水道未普及地域の解消に努めていく必要がある。   
高度浄水施設整備等についての国庫補助や水道事業者等への立入検査等が相まって、安全で質が高い水  

道水の供給に効果があったと評価できる。また、高度浄水施設等整備にかかる国庫補助事業については、個  
別の事業の新規採択の際に費用対効果分析（参考参照）を行っており、効率的な運用が行われているものと評  
価できる。今後も引き続き現行の施策を推進して実績目標の達成を目指し、安全で質が高い水道水の供給の  
確保に努めることが必要である。  
直結給水実施総戸数についても年々増加しており、直結給水の実施が毎年着実に進んでいると評価できる。  
水道施設の耐震化の状況は十分といえる状況ではなく、耐震管路延長の増加等水道水の安定供給のための  

基盤施設整備の推進が重要。施策により管路の耐震化が着実に進んでいると評価できる。今後も引き続き現  
行の施策を推進し、災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ることが必要である。  
渇水対策については、渇水時においても国民の生活を守ることができるよう、安定的な水道水源を確保する  

ために、地域の実情や特性を踏まえ、今後とも水道水源開発等の対策を着実に進めることが必要である。   

【参考】厚生労働省健康局水道課ホームページ  
水道事業の費用対効果分析マニュアル   
http：／／www．mhlw．go．jp／topics／bukyoku／kenkou／suido／hourei／jjmuren／dl／070730－1．pdf   

（評価結果の分類）  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

並 施策目標を継続（該当する場合に次のいずれか1つに○）  

趨 施策全体として予算規模の縮／ト等の見直しを検討  
見直しを行わず引き続き実施   

（ノ＼）施策全体として予算の新規要求、拡充要求等の見直しを検討  
＿弘＿捜構∴定員翼蕃を検討＿（遜当＿す乱場全＿i三9）＿＿＿＿■＿▼‖‖＿＿＿＿＿＿＿＿‖＿＿＿＿＿  
（理由）   

これまで示した通り、いずれの指標についても前年度比で、また、近年継続的に向上  
していることから、安全で質が高く災害に強い水道の確保に効果があったと評価できる。  

今後も引き続き現行の施策を推進し、目標の達成を目指し、安全で質が高く災害に強い Jしヽせ ■・▲丁〉鼻，JD ＿＿1＿ サ・，＿ l ト▼．rbマ．⊥ ＿＿，一、． ノ ♪′ ；痛・1ヾ・」レ ．ナ  
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施策目標に係る指標  
（達成水準／／達成時期）  

※【】内は、目標達成率（実績値／達成水準）  
なお、指標7は、数値を減らすことを目標としているため、どれだけ減らすことがで  
きたかに着目し、目標達成率を「1十（達成水準一美績値）／／達成水準」として算定  
（0～200％）  

H15  H16  H17  H18  H19  
凹  地域水道ビジョン策定状況（％）  30  44  51  

（前年度以上／毎年度）  【146．6％l    【115．9％】  
2  新広域化率（％）  （68．4）  （68．6）  

（前年度以上／毎年度）  【100．3％】   
3  水道普及率（％）  96．9   97．1  97，2  97．3  

（前年度以上／毎年度）  【100．2％I   【100．1％l   【100．1％】   
4  水質基準適合率（％）  100．0  99．9   99．9  100．0  集計中  

（100％／毎年度）  【100％】  199．9％】  【99．9％】  【100．0％l  
5  直結給水実施総戸数（千戸）  1，131  1，303  

（前年・摩以上／／毎年度）  tl15．2％】   

6  基幹施設の耐震化率（％）  （浄水施設）  （？争水施設）  （浄水施設）  （浄水施設）  集計中  

（100％／平成25年∵度）※  （19．9）  13．0  

集計中  
（26．3）   23．0  

基幹管路の耐震化率（％）  （13．8）   集計中  
（100％／平成25年・度）※  

7  渇水による水道の断減水影響人口  130  3，015  9  集計中  
（千人）（前年度以下／毎年度）  【172．6％】   【0．0％】    【199．7％】  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1は、健康局水道課調べ。全国の水道給水人口に対し地域水道ビジョン策定済み  
上水道事業者から給水を受ける人口の割合。  

・指標2～6は、「水道統計」（社団法人日本水道協会）の数値をもとに集計。平成1  
9年度の数値は現在集計中であり、平成21年7月に公表予定。  

・指標2は、水道の広域化・統合を推進する観点より、指標の定義の見直しを検討中。  
・指標5は3階建て以上の建築物における直結給水実施総戸数。  
・指標6は平成17年度に耐震化の定義が厳格化されたため平成16年度以前に比べ  
値が低下している。  

※平成17年度より耐震化の定義を厳格化している（基幹施設の耐震性に対しては、  
水道施設耐震工法指針で定めるレベル2、ランク Aの耐震基準を満たすものと  
し、基幹管路の耐震性に対しては、導・送・配水管における耐震型継手を有する  
ダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水道配水用ポリエチレン管（高密度）を耐震管と定  
めた）。  

・指標7は、「日本の水資源」（国土交通省土地・水資源局水資源部）による。平成1  
9年暦の数値は国土交通省により現存集計中（  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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平成20年度実績評価書要旨  

評価実施時期：平成21〕年8月  担当部局名：医薬食品局監視指導・麻薬対策課   

政策休系上の位置付け  

規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断      基本目標Ⅲ  

施策名  
及び乱用防止を推進すること  安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点か  

ら推進すること  
施策目標3  

（Ⅲ3膿1）  麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること   

麻薬・覚せい剤等の不正流通を遮断するため、国内外の関係機関と協力して取締りを  
徹底するとともに、医療機関・薬局における医療用麻薬の適正使用を推進する。また、  
薬物乱用を未然に防止するため、薬物乱用の危険性を啓発する。さらに、麻薬・覚せい剤等の使用  

施策の概要           のきっかけとなる危険性のある違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）の不正流通を遮断するた  

め、幻覚等の作用を有する物質を指定薬物として指定し、その取締りを徹底する。  

【評価結果の概要】  

（現状分析（施策の必要性））  

我が国の薬物情勢は、検挙人員の大多数を占める覚せい剤事犯については、押収量は減少傾向にあった  
が平成19年においては増加し、検挙人員についても増減を繰り返している。また、大麻やMDMA等合成麻薬  
事犯については、平成19年において押収量が前年より増加しているが、検挙人員については減少しているもの  
の、検挙人員の約9割が初犯で、特に20歳代を中心とした若年層への乱用の拡大が顕著となっており、依然と  
して深刻であり予断を許さない状況にある。関係機関が緊密な連携を取り、既に取締体制の充実強化が図られ  
ているが、－一層の強化が求められている。  
また、薬物乱用防止啓発毒舌動についても引き続き国民全般（特に青少年）を対象として実施していく必要があ  
る。  
なお、違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）については、薬事法の一部を改正する法律（平成18年法律第69  

号。以F「改正薬事法」という。）が平成19年4月に施行され、指定薬物として指定することにより製造、販売、輸  
入等を禁止するなど実効ある取締が担保されたところであり、取組を進めている。  

（有効性）  

薬物乱用対策推進本部が策定した「薬物乱用防止新5か年戦略」や犯罪対策閣僚会議が策定した「犯罪に  
強い社会の実現のための行動計画」の下、青少年等の薬物乱用の根絶のための各種啓発活動、国際的密輸  
入事犯や組織的密売事犯への対応をはじめ、関係省庁、関係機関との連携を密にした協力体制を確立するこ  
とによる、総合的な取締対策を推進している。  
規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止の推進に係る施策においては、徹底した  

取締りや各種媒体を利用した全国的な啓発等の結果、薬物事犯の検挙人員については各年において数値に  
バラツキは見られるものの、一定の水準で推移している。主な薬物の押収量については、近年減少傾向にあっ  
たが平成19年は増加した。これ・は、違法薬物にかかる供給遮断・需要削減のための取締を実施した結果、水際  
での大量押収や末端乱用者の検挙に至ったものであり、一定の成果は上げていると評価できる。  

（効率性）  

また、取締事業においては、麻薬等についてインターネット上で販売広告を行う事犯、イラン人密売組織等を  
多数検挙し、また大麻やMDMA等合成麻薬については若年層を中心に重点的な取締りを行う行う等、効果的  
な取締を行っている。   
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（総合的な評価）  

以上のように、各種施策の推進により、目標達成に向け一定の成果を上げていると評価できる。しかしなが  
ら、検挙人員、押収量からみても薬物事犯が深刻な状況であることに変わりがないことから、今後とも薬物対策  
関係省庁等との捜査協力や情報交換を通じて緊密な連携を図ることにより啓発活動や取締体制の充実強化を  
進めることが必要である。  

なお、違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）については、改正薬事法に基づき、指定薬物として指定し、製造、  

輸入、販売等を禁止し、買上調査に基づく立入検査やインターネット上での販売広告の監視を行うとともに、パ  
ンフレットの配布等による啓発活動を行っており、不正流通及び乱用防止の推進を図っているが、より実効ある  
ものとするため、都道府県も含め、引き続き監視・指導体制を充実させ、取締を強化する必要がある。  

施策に関する  
（評価結果の分類）  

評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  i 施策目標の終了・廃止を検討（該当する場合に○）  

邑 施策目標を継続（該当する場合に次のいずれか1つに○）  

（イ）施策全体として予算規模の縮小等の見直しを検討  

（ロ）見直しを行わず引き続き実施  

等の見直しを検討  

（采芸苧≡芸羞去‡諾て芸≡≡芸這芸≡芸芦  

（理由）  

薬物乱用防止にかかる広報啓発活動については、厚生労働省のみならず、政府全体で  

様々な媒体により多様な広報啓発活動を推進してきたところであるが、今後とも、薬物  

乱用防止等について国民の理解を更に深めてもうらうための効果的な広報の在り方につ  

いて検討しつつ、広報啓発活動の一層の充実に努める必要がある。  

最近の薬物事犯の特徴は、従来の暴力団に加え、イラン人等外国人犯罪組織による組  

織的密売の増加や検挙者の国籍の多様化のほか、携帯電話やインターネットを用いた密  

売など、複雑かつ巧妙化している。これらに対応すべく捜査体制を強化するために麻薬  

取締官の増員が必要と考えられる。  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

施策目標に係る指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  Hl7  H18  H19  

1  薬物事犯の検挙人数（単位：人）   17，555  15，412  16，231  14，882  15，175  
（一）  【－％】  【－％】  【－％】  【－％】  （速報値）  

【一％】  

2  主な薬物の押収量（単位：kg）  
（一）  

・覚せい剤  493．5  411，3  122．8  144．0  359．0  

・大麻（乾燥大麻及び大麻樹脂）   881．3  
【－％】   

【一％】  

（調査名・資料出所、備考）  
・指標1及び2は、厚生労働省・警察庁・海上保安庁及び財務省（押収量のみ）の統計  
資料によるが、平成19年度の数値は速報値であり、平成20年9月に確定値等を公  
表予定である。  
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

・中・高校生を中心に薬物乱用の危険性の啓発を継続するととヰ〕に、児童生徒以外の青  
少年に対する啓発を一層工夫充実し、青少年による薬物乱用の根絶を目指す。  
・薬物密売組磯の壊滅を図るとともに、末端乱用者に対する取締りを徹底する。」との  
方針に基づき、麻薬取締官を増員する等して暴力臥イラン人等外国人密売組織の取締  

「薬物乱用防止新5か牛   平成15年7月                      りを強化してい るとともに、ますます巧妙化している密売方法に的確に対処し、ま  
戦略」  た、末端乱用者の検挙の徹底を図っている。  

・「薬物の密輸を水際でくい止めるとともに、薬物の密造地域における対策への支援等  

関係する施政  
の国際協力を推進する」との方針に基づき、密輸事犯の検挙を進めるとともに、国際会  
護への出席や職員の派遣等を通じて外国当局等との関係強化を巨」っている。   

、；岩兄 内   
閤の重要政策  徒を始めとする青少年に対する薬物乱用防止教育を充実するとともに、各種啓発活動の   

全国展開等薬物乱用の根絶等を訴える広報啓発活動を効果的に推進する。  
（主なもの）  

「犯罪に強い社会の実現  平成15年12月   のための行動計画」  況を脱する」との方針に基づき、薬物犯罪等から経済、社会を軌讃するため、暴力団や  
イラン人等外国人薬物密売組織の壊滅、末端乱用者の検挙、薬物密輸の水際での阻止等  
薬物事犯取締りの徹底等を図っている。  

「薬物の密輸を水際で食い止める上での海路対策の重要性にかんがみ、関係省庁が一体  
となって水際対策を重点的に行う」との方針に基づき、捜査体制を強化して密輸事犯の  

薬物密輸入阻止のための  平成15年7月            情報収集・分析能力の向上を図るとともに、警察・税関等関係擁関との連携を強化し合  
緊急水際対策  同取締り等を実施している。   
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